
No 回答日 質問 回答

1 R6.12.9

該当地が一部外水（洪水）ハザード（0.5m未満）に該当しているが、応
募可能か。

該当地の一部のみが浸水想定区域等に該当している場合においても募集
の対象外とします。

2 R6.12.17

該当地がハザード（0.5m未満）に該当しているが、地盤面もしくは建物
床面上げる対策をすることで、応募可能か。

地盤面もしくは建物床面に対する対策を講じた場合であっても、公募要
項「１０留意事項」に記載のとおり、浸水想定区域等に指定されている
地区への施設整備は、募集の対象外です。

3 R7.1.14

公募定員は40人だが、上限を超えた端数分も指定してもらえるか。 「福島市高齢者いきいきプラン２０２４」に基づき、計画的に整備を進
めるため、公募定員（４０人）を超える分は、募集及び指定の対象外で
す。

4 R7.1.14

洪水ハザード地域（3ｍ未満）での開設は可能か。 公募要項「１０留意事項」に記載のとおり、浸水想定区域等に指定され
ている地域への施設整備は、募集の対象外です。

5 R7.3.3

計画地に既存建物があり、入居者がいる場合、建設可能である土地かど
うか判定してもらえるか。
また、それが原因で採択後に計画が遅れる場合はどうなるか。

建設予定地の既存建物の有無等現況に対する応募条件の可否は定めてお
りませんが、公募要項「２公募の対象施設について」に記載のとおり、
令和９年度（令和９年１２月末まで）に開設する施設を公募するもので
あることから、開設期限に間に合うよう権利者等との調整を行い、整備
していただく必要があります。
また、公募要項「１０留意事項」(6)の⑤に記載のとおり、応募内容（事
業スケジュールを含む）の変更は原則として認めず、審査時の内容と異
なる点があった場合は、整備運営予定事業者の決定を取り消すことがあ
ります。
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